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富山県公安委員会告示第48号 

   富山県公安委員会が行う交通規制についての一部改正について 

 富山県公安委員会が行う交通規制について（昭和46年富山県公安委員会告示第 

 125号）の一部を次のように改正し、令和４年６月１日から施行する。 

  令和４年６月１日 

                  富山県公安委員会 

                     委 員 長 林     和  夫  

別表第１ ⑴通行禁止 

 黒部市の項第９号を次のように改める。                   
 

  

9  

 
 
 
 
 

削 除    

 黒部市の項第13号を次のように改める。 
 

  

13  

 
 
 
 
 

削 除    

 黒部市の項第14号を次のように改める。 
 

  

14  

 
 
 
 
 

削 除    
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 魚津市の項第34号を次のように改める。 
 

  

34  

 
 
 
 
 

削 除    

 魚津市の項第37号を次のように改める。 
 

  

37  

 
 
 
 
 

削 除    

 富山市の項第 188号を次のように改める。 
 

  

188 市道 
市道区画街 
路第2803号 
線 

富山市西町3-6高野紙 
店前から 
富山市総曲輪三丁目 
6-15黒川鞄店総曲輪 
本店前まで 

65ｍ 11-22 車両 

 富山市の項第301号を次のように改める。 
 

  

301  

 
 
 
 
 

削 除    

別表１ ⑶一方通行 

 富山市の項第181号を次のように改める。 
 

 181 

富山市西町3-6高野紙店前から富山市総 
曲輪三丁目6-15黒川鞄店総曲輪本店前ま 
でに至る市道区画街路第2803号線は、同 
順路の進行方向の一方通行とする。 

 
 
65ｍ 
 
 

22-11 自動車･ 
原付  
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